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二 成年後見制度における診断書作成の手引 

 

１ 診断書の位置付け 

 診断書の必要性について 

家庭裁判所は，補助及び任意後見の利用開始に当たっては，医師の意見を聴か

なければならないとされておりますので，申立人に対して，申立書とともに，本

人の精神の状態について記載された医師の診断書の提出をお願いしています。 

後見及び保佐については，原則として医師等の鑑定を必要とするとされていま

すが，診断書の記載等から明らかに必要がないと認められる場合には鑑定は不要

とされていますので，鑑定の要否を検討するためにも，まずは，補助・任意後見

の場合と同様，医師の診断書の提出をお願いしています。 

※ 本人が診断を拒否しているなど，様々な事情によって診断書の作成・提出が困難な場合

には，診断書の添付がなくても申立てを行うことは可能です。その場合，多くのケースで

は，申立人が鑑定を行うための費用を一時的に負担して手続が進められます。 

※ 鑑定書を作成する上での留意事項（鑑定書書式･記載ガイドライン･記載例等）については，

「成年後見制度における鑑定書作成の手引」を参考にしてください（最寄りの家庭裁判所又

は後見ポータルサイト（http://www.courts.go.jp/koukenp/)で入手することができます。）。 

 

 診断書書式について 

成年後見制度は精神上の障害によって判断能力が低下している者を対象として

おり，家庭裁判所は，医師の作成した診断書等を参考に，本人について，精神上

の障害の有無や判断能力の低下の有無・程度について判断することになります。 

家庭裁判所の審理に必要な情報は，「診断書（成年後見制度用）」の書式を利

用して診断書を作成していただくことによって記載することができます。本人や

親族等から依頼があった場合には，本書式を利用して診断書を作成いただきます

ようお願いします。 

 

 診断書記載ガイドライン及び診断書記載例 

診断書記載ガイドラインは，後見関係事件の手続で家庭裁判所が判断する際の

資料となる診断書の記載の一般的な基準を示したもので，それぞれの記載事項の

意味や記載の要領を示しています。 

診断書記載例は，診断書を作成する上での参考とするために，後見等の手続に

おいて比較的多く現れると考えられる症例を想定して，診断書記載ガイドライン

に沿って作成したものです。 

後見ポータルサイト（http://www.courts.go.jp/koukenp/）から，「診断書書式」（Word 

形式）のダウンロードができます。 
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診断書作成の依頼があった場合 

かかりつけの患者の場合 かかりつけの患者でない場合 

より専門的な検査等を 

実施する必要がある場合 

これまでの診察を踏まえて対応する 

・ この診断書は，通常の診断書と同様，当事者が医師に依頼して作成されるものであり，診断

書作成にかかる費用は，通常の診断書の場合と同様，当事者の負担となります。 

・ 成年後見のための診断書を作成する医師に資格等による限定はありませんが，この診断書は，

本人の精神の状況について医学的見地から判断をするものですから，精神神経疾患に関連する

診療科を標榜する医師又は主治医等で本人の精神の状況に通じている医師によって作成され

るものと考えられます。 

・ 診断書の内容についてさらに確認したい点がある場合には家庭裁判所から問合せがあること

もありますが，診断書を作成した医師に成年後見の手続において証言を求めることは通常は想

定されません。 

本人情報シート（※手引２７頁～参照）の提供を受けた場合は，診断への活用をご検討ください。 

診断書の作成 

以前から本人を診察している医師が作成する

場合や病状が明らかな場合には，１回の診察

で作成されることが想定されています。 

診察（１か月程度） 

診断書の作成 

以前には診察を受けていなかった場合であって

も，おおむね１か月程度の期間，２，３回程度の

診察で作成することが可能かご検討ください。 

専門医療機関を勧める 


